
2026 年 4 月入学者用 

 

司法試験在学中受験の要件について 

 

３年次に司法試験の在学中受験をするためには、以下の（１） 及び（１２ の要件を満たし

ていることにつき、学長の認定を受ける必要があります１司法試験法第 4 条第 2 項第 1 号

による 。 

 

１） 2年次終了の時点で以下の単位を修得済であること 

①法律基本科目１基礎科目 30単位以上 

 法律基本科目１基礎科目 31単位を指す。 

１注意：３年次に仮進級した者で上記科目を修得できていない者は受験資格がない。  

 

 

②法律基本科目１応用科目 18単位以上 

 ２年次以上配当の法律基本科目１応用科目 の中から 18 単位以上。 

 

③司法試験選択科目に係る展開・先端科目（ 4 単位以上 

 倒産処理法）及び２、税法、知的財産法）及び２、労働法）及び２、国際私法（・引法法、

実務法学特殊講義Ⅱ１経済法  

１同一科目で４単位とする必要はなく、司法試験で受験予定の科目と異なることは可。  

 

１２ 司法試験が行われる日の属する年の 4 月 1 日から 1 年以内に当該法科大学院の課程

を修了する見込みがあること 

 

 


